
広報 猪苗代  2009-10    1819    2009-10  広報 猪苗代

町
有
財
産
の
公
用
車
な
ど

を
公
売
し
ま
す

　

建
設
課
が
所
管
す
る
公
用
車
を
公

売
し
ま
す
。
車
輌
の
車
種
お
よ
び
公

売
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
除
雪
ド
ー
ザ（
Ｋ
Ｌ
Ｄ
）

　

・
タ
イ
ヤ
ド
ー
ザ
16
㌧
級

　

・
昭
和
56
年
式

　

・
車
検
期
限　

21
年
11
月
13
日

　

・
走
行
距
離

　
　

３
９
，９
９
４
．７
㌔
㍍

　

・
稼
働
時
間

　
　

７
，５
６
８
．５
時
間

　

・
雪
寒
仕
様
車
、
ア
ン
グ
リ
ン
グ

　

プ
ラ
ウ
、
マ
ル
チ
カ
プ
ラ
装
備
、

　

町
章
、
町
名
表
示
の
削
除
・
名
義

　

変
更
は
購
入
者
の
負
担
。
内
装
、

　

外
装
、
機
械
関
係
に
は
、
年
式
に

　

応
じ
た
損
傷
・
さ
び
・
汚
れ
が
あ

　

り
ま
す
の
で
、
現
車
を
確
認
し
て

　

く
だ
さ
い
。

▼
公
売
方
法

　

現
車
を
展
示
し
、
そ
の
後
、
入
札

に
よ
り
最
高
入
札
額
者
と
売
買
契
約

を
締
結
。
代
金
入
金
確
認
後
に
受
け

渡
し
と
な
り
ま
す
。

▼
展
示
期
間
・
場
所

　

10
月
13
日（
火
）～
16
日（
金
）

役
場
北
側
駐
車
場

午
前
９
時
～
午
後
４
時

▼
質
問
・
問
い
合
わ
せ
期
間

　

10
月
13
日（
火
）～
19
日（
月
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
可

▼
入
札
申
し
込
み
期
間

　

10
月
19
日（
月
）午
後
４
時
ま
で

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
可

※
購
入
を
希
望
す
る
人
は
、
必
ず
申

込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
札
参
加
申
込
書
の
様
式
は
、
建

設
課
窓
口
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
り
ま
す
。

▼
入
札
日
・
入
札
場
所

　

10
月
20
日（
火
）　

午
前
10
時

役
場
３
階　

正
庁
Ａ

※
時
間
厳
守
・
郵
送
不
可

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

建
設
業
務

☎（
62
）２
１
１
８

◎
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
車
輌
詳
細

お
よ
び
写
真
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

冬
季
間
の
除
雪
車
運
転
手

を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
冬
季
間
の
道
路
交
通
と

生
活
環
境
の
確
保
の
た
め
、
除
雪
車

運
転
手
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員　

　

除
雪
車
運
転
手　

28
人
程
度

▼
雇
用
予
定
期
間

　

21
年
12
月
15
日（
火
）～

　

22
年
3
月
14
日（
日
）

▼
採
用
条
件

　

12
月
15
日
現
在
、
満
64
歳
ま
で
の

健
康
な
人
で
、
大
型
特
殊
免
許
（
ホ

イ
ー
ル
ト
ラ
ク
タ
ー
限
定
免
許
を
除

く
）
お
よ
び
車
輌
系
建
設
機
械
運
転

技
能
講
習
終
了
資
格
の
保
持
者

▼
提
出
書
類

　

・
履
歴
書（
用
紙
は
建
設
課
で
交

　

付
し
ま
す
）

　

・
運
転
免
許
証
の
写
し

　

・
車
輌
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講

　

習
終
了
証
の
写
し

　

・
健
康
診
断
書

▼
申
込
期
限

　

21
年
10
月
30
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

建
設
業
務

☎（
62
）２
１
１
８

悩
み
や
苦
情
、
ま
ず
相
談

し
て
く
だ
さ
い

　

10
月
19
日（
月
）～
25
日（
日
）の

１
週
間
は
「
秋
の
行
政
相
談
週
間
」

で
す
。
期
間
中
、
町
で
は
、
毎
月
１

回
の
定
例
相
談
会
に
代
え
て
、
出
張

相
談
会
を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無

料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

10
月
19
日（
月
）　

午
後
１
時
～
３
時

開
催
場
所　

翁
島
駅
前
公
民
館

▼
開
催
日
時　

10
月
22
日（
木
）　

午
後
１
時
～
３
時

開
催
場
所　

沼
尻
駅
前
サ
ブ
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
員　

行
政
相
談
委
員

宮
沢
重し

げ

正ま
さ

さ
ん（
下
館
）

☎（
66
）３
９
９
５

▼
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

募　

集

公　

売

Town Information

相　

談

第 13 回  猪苗代新そば祭り　特産品などの出店者募集

　第 13 回猪苗代新そば祭りは 11 月 14、15（土、日）
の両日、町総合体育館（カメリーナ）で開催されます。
　会場内や周辺で、特産品などを販売する出店者
を募集しますので、希望する人は 10 月 23 日（金）
までに、下記まで申し込みください。

１．開催日時　
　　11 月 14、15（土、日）の 2 日間　　　
　　午前 10 時～午後 2 時 30 分　
　　※出店者は、13 日の午後または開催当日の朝
　　に準備をしてください。
２．開催場所　
　　町総合体育館（カメリーナ）内外
　　※屋内の火気使用には制限がありますので、店
　　の配置については、実行委員会で決定します。
３．準備物　
　　テントおよびそのほか出店に必要なものは、出
　　店者が用意してください。

　　※机 1 台といす 2 脚は、実行委員会で用意し
　　ます。
　　※食品を提供する場合には、衛生面に十分注意
　　してください。
４．出店料　
　　町内の人　無料
　　町外の人　1 ブース当たり 2,500 円
５．その他　
　　（１）屋内での火気使用は、卓上コンロ１つま
　　でとします
　　（２）出店内容によっては、出店を遠慮してい
　　ただく場合があります。

問い合わせ・申し込み先
　　猪苗代新そば祭り実行員会事務局
　　（ 町役場農林課内　☎（62）2116 ）
　　※前売り券の販売も、こちらまで問い合わせく
　　ださい。

人
権
擁
護
・
行
政
相
談
委

員
合
同
相
談
会

　

毎
日
の
生
活
の
中
で
、
こ
れ
は
人

権
上
問
題
で
は
な
い
か
と
感
じ
た

り
、
法
律
で
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か

よ
く
わ
か
ら
な
く
て
困
っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
人
権
擁
護
委
員
・

行
政
相
談
委
員
が
問
題
解
決
の
お
手

伝
い
を
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の

機
会
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

11
月
14
、
15
日
（
土
、
日
）
の
両
日

午
前
10
時
～
午
後
３
時

▼
開
催
場
所　

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー　
　

▼
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

写真は昨年の出店者
の様子
屋内ブース（写真左）
屋外ブース（写真右）

●発売期間　9 月 28 日～ 10 月 16 日

オータムジャンボ宝くじ
　　　1 等前後賞合わせて２億円
発売終了間近です　お買い求めはお早めに

　この宝くじの収益金は、市町村の明るく
　住み良い街づくりのために使われます。

希望する人は必ず現車を確認してください

悩む前にまず相談を
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高
齢
者
世
帯
の
実
態
把
握

調
査
に
協
力
を

　

町
内
の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
、

年
々
増
加
し
て
い
る
傾
向
に
あ
り
、

今
年
８
月
末
時
点
で
４
，９
６
７
人
、

人
口
の
30
．
３
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。
中
で
も
「
高
齢
者
の
一
人
暮
ら

し
世
帯
」
や
「
高
齢
者
だ
け
の
世
帯
」

が
、
急
激
に
増
え
て
き
て
い
る
状
況

で
す
。

　

町
で
は
、
そ
う
い
っ
た
皆
さ
ん
の

生
活
実
態
を
把
握
し
、
高
齢
者
の
皆

さ
ん
が
、
健
康
で
い
き
い
き
と
暮
ら

せ
る
施
策
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、「
高

齢
者
世
帯
実
態
把
握
調
査
」
を
実
施

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

▼
調
査
対
象
者　

　

今
年
の
10
月
１
日
現
在
で
65
歳
以

上
の「
高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
世
帯
」

お
よ
び
「
高
齢
者
だ
け
の
世
帯
」

▼
調
査
の
時
期

　

21
年
10
月
か
ら
22
年
３
月
ま
で

　

こ
の
調
査
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
負
担
を

か
け
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

区
担
当
民
生
委
員
が
、
個
別
訪
問
を

し
ま
す
。
そ
の
際
に
、
町
の
調
査
員

が
同
行
し
、
調
査
員
が
聞
き
取
り
を

いなわしろタウンページ まちのお知らせTown Information

調　

査

・
第
84
号
「
分
任
出
納
員
の
告
示
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
85
号
「
公
売
通
知
書
及
び
交
付

要
求
書
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
86
号
「
差
押
書
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
87
号
「
捜
索
調
書
謄
本
の
公
示

送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
88
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
89
号
「
配
当
計
算
書
謄
本
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
90
号
「
猪
苗
代
町
子
育
て
応
援

特
別
手
当
（
平
成
21
年
度
版
）
支
給

事
業
実
施
要
綱
」

（
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
業
務
）

・
第
91
号
「
公
売
通
知
書
の
公
示
送

達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
92
号
「
交
付
要
求
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

公　

告

・
第
35
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

に
つ
い
て
」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

告　

示

・
第
72
号
「
平
成
21
年
度
固
定
資
産

税
督
促
状
ほ
か
の
公
示
送
達
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
73
号
「
水
道
事
業
現
金
取
扱
員

領
収
印
の
廃
止
」

（
上
下
水
道
課
水
道
管
理
業
務
）

・
第
74
号
「
差
押
解
除
調
書
謄
本
の

公
示
送
達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
75
号
「
差
押
調
書
謄
本
の
公
示

送
達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
76
号
「
差
押
債
権
充
当
通
知
書

の
公
示
送
達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
77
号
「
猪
苗
代
町
議
会
臨
時
会

招
集
」（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
78
号
「
公
売
通
知
書
の
公
示
送

達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
79
号
「
繰
上
徴
収
通
知
書
の
公

示
送
達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
80
号
「
交
付
要
求
書
の
公
示
送

達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
81
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
82
号
「
平
成
21
年
度
国
民
健
康

保
険
税
納
税
通
知
書
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
83
号
「
分
任
出
納
員
の
告
示
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

▼
受
け
ら
れ
る
支
援
の
内
容
は

現
在
お
持
ち
の
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に

取
り
付
け
る「
簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
」

の
無
償
給
付
を
し
ま
す
。
ア
ン
テ
ナ

改
修
な
ど
が
必
要
な
場
合
に
は
、
そ

の
支
援
も
実
施
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
先
は

未
定
で
す
。
決
ま
り
次
第
、
申
し
込

み
方
法
を
含
め
て
改
め
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

▼
支
援
開
始
の
時
期
は

21
年
秋
以
降
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
日
程
は
改
め
て
周
知
す
る

予
定
で
す
。

▼
注
意
点

・
支
援
の
申
し
込
み
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

と
受
信
契
約
を
結
び
、
全
額
免
除
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

な
る
べ
く
早
め
に
契
約
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

・
支
援
は
現
物
給
付
で
す
。
自
分
で

購
入
し
た
チ
ュ
ー
ナ
ー
、
ア
ン
テ
ナ

な
ど
の
費
用
を
精
算
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

支
援
制
度
全
体
に
つ
い
て

総
務
省　

地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０―

０
７―

０
１
０
１

Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
の
受
信
契
約
、
受
信
料
免

除
に
つ
い
て

Ｎ
Ｈ
Ｋ
視
聴
者
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

☎
０
５
７
０―

０
７
７
０
７
７

そ
の
他　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

し
ま
す
。
民
生
委
員
と
調
査
員
が
訪

問
し
た
際
に
は
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

高
齢
者
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

保
護
者
や
住
民
の
皆
さ
ん

に
学
校
を
公
開

　

県
で
は
、
11
月
１
日
か
ら
７
日
ま

で
の
１
週
間
を
「
ふ
く
し
ま
教
育
週

間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

猪
苗
代
高
校
で
は
、
左
記
の
と
お

り
、
保
護
者
お
よ
び
地
域
住
民
の
皆

さ
ん
に
、
学
校
を
公
開
い
た
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
来
校
い
た
だ
き
、
よ
り
良
い

学
校
づ
く
り
の
た
め
の
ご
意
見
な
ど

を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
期　

日　

　

21
年
11
月
２
日（
月
）、
４
日（
水
）、

５
日（
木
）の
３
日
間

▼
時　

間

　

８
時
50
分
～
15
時
10
分（
こ
の
間

い
つ
で
も
見
学
可
）

▼
場　

所

　

授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
は
、

当
日
ご
案
内
し
ま
す
。

▼
そ
の
他

２
年
生
は
、
修
学
旅
行（
11
月
３
日

か
ら
７
日
）の
た
め
、11
月
２
日（
月
）

午
前
の
み
の
授
業
公
開
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

猪
苗
代
高
校　

☎（
62
）３
１
２
５

地
デ
ジ
用
チ
ュ
ー
ナ
ー
の

支
援
に
つ
い
て

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
で
、
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
か
ら
地

上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
移
行
す
る
こ
と

が
難
し
い
世
帯
に
対
す
る
支
援
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

▼
支
援
の
対
象
と
な
る
の
は

「
日
本
放
送
協
会（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
の
受

信
料
の
全
額
免
除
を
受
け
て
い
る

世
帯
」
が
対
象
で
す（
具
体
的
に
は
、

生
活
保
護
世
帯
等
、
市
町
村
民
税
非

課
税
の
障
害
者
世
帯
、
社
会
福
祉
事

業
施
設
入
所
者
）。

※
す
で
に
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

視
聴
し
て
い
る
世
帯
は
支
援
の
対
象

外
で
す
。

掲
示
板

　湖に漂着するごみには、肥料袋（黒マルチなども含む）や
レジ袋などが多く含まれています。これらは、水質汚濁の一
因になるだけでなく、湖の景観も損ねます。河川などにごみ
を捨てることは、絶対にやめてください。
　湖の良好な水環境の保全と改善については、観光客や釣り
客などのマナー向上はもちろんですが、わたしたち町民の意
識の改革が必要です。
　観光客にはごみを捨てるなと言いながら、自分たちは「少
しだから大丈夫」「昔からこうしていたから」と、ごみや排
水を河川に捨てていたのでは、湖も川もきれいにはなりませ
ん。
　美しい湖を次世代へ引き継ぐため、わたしたち一人一人が、
水環境保全に対して、真剣に取り組まなければいけない時代
です。皆さんのご協力をお願いします。

　問い合わせ先　企画財務課　☎（62）2112

猪苗代湖が泣いています

湖に流れ込む支流に引っ掛かっていた黒マル
チ。町内の人が廃棄している可能性が高い

湖で回収した漂着ごみの一部　周辺住民だ
けでは、拾いきれないほどの量だとか

お
知
ら
せ

ご協力をよろしくお願いします


